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論
稿
四
ノ
三王

族
カ
ル
ロ
ス
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
の
救
援
活
動
と
亡
命
の
後
半
生

第
一
節

危
機
管
理
の
強
化
と
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
兄
弟
の
貢
献

緊
急
政
策
の
功
労
者
と
し
て
フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
に
称
讃
さ
れ
る
初
代
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
ペ
ド
ロ
・
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
デ
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ

と
そ
の
実
弟
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
は
、
専
制
君
主
ジ
ョ
ア
ン
五
世
の
甥
に
し
て
、
当
代
の
国
王
ジ
ョ
ゼ
一
世
の
従
弟
で
あ
る
。
ス

ペ
イ
ン
か
ら
の
再
独
立
後
、
ブ
ラ
ガ
ン
サ
王
朝
第
三
代
の
ペ
ド
ロ
二
世
は
、
フ
ラ
ン
ス
娘
ア
ン
ヌ
・
ア
ル
マ
ン
デ
・
パ
ス
ト
レ
と
の

間
に
嫡
出
子
ミ
ゲ
ル
・
デ
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
を
儲
け
た
。
一
七
一
五
年
ミ
ゲ
ル
は
ア
ロ
ン
シ
ェ
ス
侯
爵
家
の
独
り
子
ル
イ
ー
ザ
・
カ
シ

ミ
ー
ラ
と
結
婚
し
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
鉱
山
の
開
発
を
推
進
し
た
ペ
ド
ロ
二
世
は
一
七
〇
六
年
に
逝
去
し
、
即
位
し
た
ジ
ョ
ア
ン
五
世
は

ま
も
な
く
神
聖
ロ
ー
ー
マ
帝
国
の
皇
女
マ
リ
ア
ナ
・
デ
・
ア
ス
ト
リ
ア
を
王
妃
に
迎
え
た
。
一
七
一
九
年
に
ミ
ゲ
ル
・
デ
・
ブ
ラ
ガ

ン
サ
の
長
男
ペ
ド
ロ
・
ヘ
ン
リ
ッ
ク
が
、
そ
の
翌
年
次
男
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
が
生
ま
れ
る
。
す
で
に
一
七
一
四
年
に
王
位
継
承

者
ジ
ョ
ゼ
の
誕
生
を
得
た
が
、
相
継
ぐ
男
子
の
出
生
を
王
家
繁
栄
の
吉
兆
と
ジ
ョ
ア
ン
五
世
は
欣
賀
し
、
宮
廷
礼
拝
堂
で
の
洗
礼

を
用
意
さ
せ
た
。
こ
の
儀
式
に
は
国
王
を
は
じ
め
多
く
の
王
族
が
臨
席
し
、
初
代
の
リ
ス
ボ
ン
総
大
司
教
ト
マ
ス
・
デ
・
ア
ル
メ
イ

①

D
.Pedro

H
enrique

de
Braganca

Ligne
Sousa

M
ascarenhasda

Silva,1
D

euque
de

Lafoes.

PortugalD
icionario

hstorico,online.

- 2 -

ダ
の
主
宰
で
な
さ
れ
る
。
同
時
に
国
王
は
ミ
ゲ
ル
親
王
家
の
繁
栄
を
祈
念
し
、
将
来
新
た
な
公
爵
家
を
長
男
に
創
設
さ
せ
る
よ
う
定

め
た
。

一
七
一
八
年
二
月
一
七
日
王
宮
礼
拝
堂
に
お
い
て
総
大
司
教
ト
マ
ス
・
ア
ル
メ
イ
ダ
の
主
宰
に
よ
っ
て
ペ
ド
ロ
・
ヘ
ン
リ

ッ
ク
の
洗
礼
式
が
盛
大
に
行
わ
れ
、
伯
父
で
あ
る
国
王
ジ
ョ
ア
ン
五
世
が
教
父
と
な
り
、
王
族
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
親
王
と
ア
ン

ト
ニ
オ
親
王
も
臨
席
さ
れ
た
。
洗
礼
式
の
当
日
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
な
る
爵
位
が
保
護
者
に
委
託
さ
れ
、
同
年
十
一
月
五
日
付
勅

書
に
よ
り
そ
の
母
君
に
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
夫
人
な
る
称
号
が
授
与
さ
れ
、
一
七
一
八
年
四
月
二
日
付
法
令
に
よ
り
適
切
な
処
遇

を
受
け
る
特
権
が
認
め
ら
れ
た
。

『
ポ
ル
ト
ガ
ル
歴
史
事
典
』

①

一
七
二
〇
年
次
男
ジ
ョ
ア
ン
の
誕
生
も
宮
廷
の
祝
福
を
受
け
た
が
、
早
く
も
一
七
二
四
年
父
ミ
ゲ
ル
が
二
五
歳
で
不
慮
の
死
を
遂

げ
る
。
テ
ー
ジ
ョ
河
を
渡
っ
て
対
岸
で
の
狩
猟
に
出
掛
け
、
帰
途
夜
の
嵐
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
夫
の
水
死
後
五
年
に
し
て
越
え
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て
妻
ア
ン
ヌ
も
世
を
去
り
、
ラ
フ
ォ
エ
ス
兄
弟
の
世
話
は
、
祖
母
で
あ
る
第
二
代
ア
ロ
ン
シ
ェ
ス
公
爵
夫
人
に
委
ね
ら
れ
た
。
①

兄
ペ
ド
ロ
が
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受
け
た
か
は
、
詳
ら
か
で
な
い
。
当
時
王
侯
の
子
息
を
育
て
る
方
途
は
、
通
常
い
わ
ゆ
る
私
教

育
、
お
抱
え
の
教
師
に
よ
る
個
人
指
導
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ア
ン
五
世
の
熱
意
か
ら
察
し
て
も
、
将
来
国
務
の
枢
要
な
任
務
を
果
た

す
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
家
の
兄
弟
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
卓
越
し
た
天
稟
が
噂
さ
れ
た
。
一
七
三
一

年
巷
間
の
情
報
誌
『
手
書
き
報
知
』
に
よ
れ
ば
、「
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
と
そ
の
弟
君
ジ
ョ
ア
ン
は
、
す
で
に
数
ヵ
月
哲
学
を
学
び
、

今
後
な
が
く
諸
学
の
研
鑽
に
励
む
決
意
で
お
ら
れ
る
。」
い
ま
だ
十
三
歳
に
満
た
ぬ
ふ
た
り
で
は
あ
る
が
、
に
「
同
家
は
代
々
博
学

な
家
系
に
あ
り
、
高
祖
父
で
あ
る
枢
機
卿
ル
イ
・
デ
・
ソ
ウ
サ
猊
下
は
三
万
冊
以
上
の
蔵
書
を
遺
し
た
。」

英
国
の
海
軍
提
督
オ
ー
ギ
ス
ト
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
は
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
の
宮
廷
で
歓
待
さ
れ
、
多
く
の
貴
顕
と
交
誼
を
結
ぶ
と

と
も
に
多
々
浮
名
も
噂
さ
れ
た
。
一
七
五
三
年
の
秋
リ
ス
ボ
ン
を
再
訪
し
た
彼
は
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
マ
ン
ゾ
オ
リ
主
演
の
宮
廷
オ

ペ
ラ
に
招
待
さ
れ
る
。
こ
の
地
で
彼
は
ジ
ョ
ア
ン
五
世
夫
妻
と
舟
遊
び
を
楽
し
み
、
国
王
の
従
弟
ド
ン
・
ジ
ョ
ア
ン
・
ベ
ン
ボ
ス
タ

と
旧
交
を
温
め
る
。
こ
れ
ら
が
記
録
さ
れ
る
『
オ
ー
ギ
ス
ト
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
日
記
』
で
は
、
同
年
の
ブ
ラ
ガ
ン
サ
邸
訪
問
も
語
ら

れ
ら
れ
る
。

翌
日
（
一
七
五
三
年
十
月
十
六
日
）
フ
ラ
ン
ス
大
使
バ
ッ
シ
と
ブ
ラ
ガ
ン
サ
御
殿
を
訪
問
し
た
。
国
王
ジ
ョ
ゼ
一
世
は
い
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わ
ば
王
室
の
衣
装
箪
笥
を
す
べ
て
そ
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
管
理
す
る
ヴ
ィ
ル
ゴ
リ
ノ
と
そ
の
妻
が
、
大
使
夫
妻
を

出
迎
え
、
優
雅
な
晩
餐
で
歓
待
し
て
く
れ
た
。
ブ
ラ
ガ
ン
サ
御
殿
で
も
っ
と
も
素
晴
ら
し
い
と
感
じ
た
の
は
、
教
会
の
聖
器
と

し
て
制
作
さ
れ
た
五
組
の
大
型
燭
台
と
高
さ
六
フ
ィ
ー
ト
の
十
字
架
で
あ
る
。
金
色
の
化
粧
室
は
現
王
妃
の
結
婚
に
際
し
て
造

ら
れ
、
そ
の
装
飾
は
き
わ
め
れ
美
麗
で
あ
る
。
（
実
際
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
）
ベ
ル
ギ
ー
製
の
織
物
で
覆
わ
れ
た
寝
台

は
、
こ
れ
以
上
立
派
な
夜
具
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
貴
重
な
絵
画
も
い
く
つ
か
供
さ
れ
る
。
寝
室
を
飾
る
美
術
品
の
多
く
は
、

中
国
の
皇
帝
か
ら
現
国
王
に
献
じ
ら
れ
た
贈
物
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
ふ
た
つ
の
部
屋
に
は
世
界
各
国
の
軍
服
や
軍
需
品
、
さ
ら

に
は
歴
代
国
王
軍
の
記
念
品
が
数
多
く
蒐
集
さ
れ
る
。
き
わ
め
て
高
価
な
骨
董
品
が
充
ち
溢
れ
、
使
い
途
も
な
い
そ
れ
ら
は
、

安
住
の
地
に
置
か
れ
た
と
言
え
よ
う
。

『
オ
ー
ギ
ス
ト
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
日
記
』

①

若
き
日
に
哲
学
と
文
学
を
修
め
た
ペ
ド
ロ
は
、
や
が
て
宮
廷
で
重
き
を
な
し
、
高
い
人
望
も
し
た
。
一
七
四
九
年
彼
は
リ
ス
ボ

ン
高
等
法
院
院
長
に
任
命
さ
れ
、
司
法
機
関
の
統
率
に
あ
た
る
。
大
地
震
発
生
の
前
年
執
筆
さ
れ
た
名
門
家
系
総
覧
を
参
照
す
る
。

初
代
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
ペ
ド
ロ
・
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
デ
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
閣
下
は
一
七
四
九
年
高
等
法
院
院
長
に
任
命
さ
れ
、
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現
在
に
至
る
ま
で
案
件
の
究
明
や
訴
人
の
保
護
に
お
い
て
寛
仁
な
雅
量
と
美
事
な
手
腕
を
発
揮
さ
れ
た
。
閣
下
の
迅
速
な
決
裁

と
丁
重
な
対
応
は
、
司
法
官
の
模
範
で
あ
り
、
当
事
者
の
脳
裡
に
な
が
く
刻
ま
れ
る
。

カ
エ
タ
ノ
著
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
貴
顕
家
系
総
覧
』

大
地
震
に
よ
っ
て
シ
ア
ー
ド
地
区
の
豪
邸
は
倒
壊
し
た
が
、
当
日
公
爵
は
首
都
近
郊
の
所
領
ア
ル
プ
リ
ア
テ
で
休
養
し
て
い
た
。

『
緊
急
政
策
集
録
』
な
ど
の
公
文
書
に
は
執
行
に
お
け
る
具
体
的
事
績
が
ほ
と
ん
ど
誌
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
危
機
管
理
を
担

う
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
の
統
率
に
つ
い
て
は
、
市
庁
に
蔵
さ
れ
る
古
文
書
『
リ
ス
ボ
ン
の
艱
苦
と
混
迷
』
が
比
較
的
委
細
で
あ
る
。

［
第
二
九
四
項
］
折
し
も
高
等
法
院
院
長
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
は
通
例
の
休
暇
を
得
て
、
所
領
ア
ル
プ
リ
ア
テ
に
滞
在
し
て
い

た
が
、
急
遽
リ
ス
ボ
ン
に
戻
り
、
サ
ン
タ
・
イ
ザ
ベ
ル
緑
地
を
拠
点
と
し
て
国
王
陛
下
の
王
命
を
た
だ
ち
に
執
行
し
た
。
こ
の

緑
地
に
高
等
法
院
も
し
ば
ら
く
移
転
し
て
、
司
法
官
へ
の
勅
令
を
は
じ
め
、
各
地
諸
機
関
に
対
す
る
数
々
の
指
令
が
す
べ
て
処

理
さ
れ
、
夜
間
も
邸
宅
で
休
む
こ
と
な
く
長
官
は
、
多
数
の
避
難
民
と
同
じ
よ
う
に
貧
弱
な
テ
ン
ト
小
屋
で
執
務
さ
れ
た
。

［
第
二
九
五
項
］
破
壊
さ
れ
た
リ
ス
ボ
ン
市
街
に
盗
賊
が
あ
ま
た
跳
梁
す
る
た
め
、
警
察
と
軍
隊
が
そ
れ
を
彼
ら
を
包
囲
し
、

ブ
エ
ノ
ス
・
ア
レ
ス
地
区
や
四
道
辻
、
さ
ら
に
は
諸
処
の
丘
陵
で
高
等
法
院
院
長
と
司
法
官
多
数
が
連
日
指
揮
さ
れ
た
。

［
第
二
九
六
項
］
こ
う
し
た
施
策
は
す
べ
て
神
速
か
つ
慎
重
に
執
行
さ
れ
た
。
重
罪
と
判
断
さ
れ
た
全
員
が
、
ガ
レ
ー
船
で

の
苦
役
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
後
主
要
な
公
道
の
整
備
を
科
せ
ら
れ
た
。
迅
速
な
指
令
に
よ
っ
て
住
民
の
便
宜
と
往
来
が
復
旧
さ

れ
た
わ
け
で
あ
る
。
首
都
お
よ
び
近
郊
の
兵
士
も
瓦
礫
の
処
理
に
多
数
参
加
し
、
国
王
陛
下
の
命
に
よ
り
特
別
手
当
と
し
て
最
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小
限
八
十
レ
イ
ス
、
大
抵
は
百
レ
イ
ス
が
支
給
さ
れ
た
。

［
第
二
九
七
項
］
住
民
の
リ
ス
ボ
ン
離
散
を
憂
慮
し
て
、
高
等
法
院
院
長
は
適
切
な
方
策
を
近
郊
全
域
の
司
法
官
に
命
じ
ら

れ
、
地
方
の
司
法
機
関
に
も
伝
達
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
リ
ス
ボ
ン
か
ら
の
逃
亡
者
を
拘
束
す
べ
く
、
各
地
に
お
い
て
す
ぐ
さ

ま
捜
査
を
始
め
、
疑
わ
し
き
者
を
取
り
調
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
沢
山
の
離
散
者
が
首
都
に
連
れ
戻
さ
れ
、
罪
状
に
応

じ
て
処
罰
さ
れ
た
。

［
第
二
九
八
項
］
卓
越
し
た
長
官
と
し
て
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
は
幾
多
の
措
置
を
主
導
さ
れ
た
。
配
下
の
司
法
官
お
よ
び
行
政

官
す
べ
て
に
適
切
な
指
示
を
与
え
、
ま
た
潜
伏
せ
る
少
数
の
犯
罪
者
に
然
る
べ
き
刑
罰
を
下
す
べ
く
、
敢
え
て
死
刑
執
行
人
の

責
務
に
就
か
れ
た
。
多
数
の
適
切
な
施
策
が
な
け
れ
ば
、
地
震
や
火
災
か
ら
護
ら
れ
た
貴
重
な
財
貨
が
、
無
法
な
盗
賊
に
よ
っ

て
リ
ス
ボ
ン
か
ら
完
全
に
奪
い
去
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
長
官
の
指
示
に
従
っ
て
彼
ら
を
追
跡
し
、
隠
れ
家
に
あ
る
多
大
の
盗
品

を
も
押
収
し
た
の
で
あ
る
。

他
方
高
等
法
院
長
官
の
実
弟
、
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
デ
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
の
救
援
活
動
は
、
フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
著
『
リ
ス
ボ
ン

の
地
震
・
火
災
に
関
す
る
報
告
』
に
お
い
て
称
讃
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
地
震
の
直
後
に
住
居
、
街
路
、
小
道
に
は
死
体
が
散
在
し
た
。
拱
門
の
倒
壊
に
よ
っ
て
頭
脳
が
破
裂
し
た
者
も
、

障
壁
の
倒
壊
で
押
し
砕
か
れ
た
者
も
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
大
半
は
合
掌
や
石
材
の
山
に
埋
れ
て
、
瓦
礫
の
重
み
で
重
圧
や
窒
息

に
至
っ
た
。
四
日
後
あ
る
い
は
六
日
後
に
救
出
さ
れ
た
数
名
の
ほ
か
、
驚
く
ほ
ど
な
が
く
耐
え
て
、
九
日
後
に
救
わ
れ
た
人
た
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ち
も
い
る
。
彼
ら
の
ひ
と
り
は
十
五
歳
の
娘
、
デ
ィ
オ
ニ
シ
ア
・
ロ
ー
ザ
・
マ
リ
ア
で
あ
っ
て
、
無
傷
で
生
存
し
て
い
た
。
建

物
が
揺
れ
始
め
た
と
き
、
こ
の
娘
は
聖
ア
ン
ト
ニ
ー
像
を
即
座
に
抱
き
、
そ
の
直
後
家
屋
が
崩
れ
て
、
食
物
な
し
に
九
日
間
荒

墟
に
生
埋
め
と
な
っ
た
。
遺
体
に
囲
ま
れ
た
状
況
で
彼
女
が
発
見
さ
れ
、
総
大
司
教
教
会
の
高
位
聖
職
者
に
し
て
国
務
会
議
の

参
議
で
あ
ら
れ
る
ジ
ョ
ア
ン
・
メ
ロ
・
サ
ン
パ
ヨ
様
の
も
と
へ
無
傷
の
姿
で
運
ば
れ
た
。
こ
の
方
こ
そ
出
自
と
徳
操
に
よ
っ
て

名
高
く
、
市
民
を
瓦
礫
か
ら
救
出
し
、
即
死
を
防
い
だ
功
に
よ
り
リ
ス
ボ
ン
か
ら
篤
く
表
彰
さ
れ
た
人
、
少
数
の
側
近
と
と
も

に
二
百
四
十
名
を
埋
葬
し
た
博
愛
と
慈
悲
の
人
で
あ
る
。
な
お
ま
た
、
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
責
務
に
お
い
て
ポ
ル
ト
ガ

ル
貴
族
の
な
か
で
も
っ
と
も
傑
出
す
る
人
物
は
、
国
王
の
従
弟
に
し
て
ラ
フ
ォ
エ
ン
ス
公
爵
の
弟
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ

で
あ
る
。
人
々
の
命
を
救
う
た
め
頻
繁
に
徒
歩
で
全
市
を
巡
察
し
、
死
せ
る
者
の
埋
葬
と
生
け
る
者
の
救
助
に
専
念
さ
れ
た
。

気
高
く
も
自
己
の
生
命
を
危
険
に
曝
し
た
こ
の
方
こ
そ
、
永
遠
の
栄
光
に
輝
く
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
著
『
リ
ス
ボ
ン
の
地
震
・
火
災
に
関
す
る
報
告
』

①

第
二
節

ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
デ
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
の
後
半
生
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初
代
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
ペ
ド
ロ
・
ヘ
ン
リ
ッ
ク
の
実
弟
、
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
デ
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
は
、
大
地
震
の
発
生
か
ら

ほ
ぼ
一
年
半
後
、
一
七
五
七
年
五
月
二
二
日
に
リ
ス
ボ
ン
か
ら
出
航
し
、
フ
ル
マ
ウ
ス
を
経
由
し
て
ロ
ン
ド
ン
へ
到
着
し
た
。
以
後

二
十
年
に
及
ぶ
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
の
諸
国
巡
歴
は
、
こ
れ
な
る
航
海
を
端
緒
と
す
る
。
王
族
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
の
長
期
旅

行
は
か
な
り
複
雑
な
要
因
か
ら
成
り
、
や
が
て
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
大
知
識
人
と
の
名
声
に
も
輝
く
。
し
か
し
、
当
初
王
権
か
ら
授

け
ら
れ
た
正
式
の
使
命
は
、
意
外
に
も
戦
争
の
体
験
と
軍
事
学
の
修
得
で
あ
る
。
国
務
尚
書
（
軍
事
・
外
務
担
当
）
ル
イ
・
ダ
・
ク

ン
ハ
は
一
七
五
七
年
五
月
一
八
日
付
訓
令
で
、
イ
ギ
リ
ス
駐
在
ポ
ル
ト
ガ
ル
大
使
マ
ル
チ
ン
ニ
ョ
・
エ
・
カ
ス
ト
ロ
に
彼
の
の
外
遊

出
発
と
視
察
目
的
に
つ
い
て
指
示
し
た
。
モ
ン
テ
イ
ロ
＝
コ
ス
タ
共
著
『
第
二
代
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
デ
・

ブ
ラ
ガ
ン
サ
ー
啓
蒙
の
世
紀
に
お
け
る
独
自
の
生
涯
』
に
は
、
こ
う
し
た
貴
重
な
古
文
書
が
採
録
さ
れ
る
。

国
務
尚
書
（
軍
事
・
外
務
担
当
）
ル
イ
・
ダ
・
ク
ン
ハ

一
七
五
七
年
五
月
十
八
日
付

イ
ギ
リ
ス
駐
在
ポ
ル
ト
ガ
ル
大
使
へ
の
訓
令

国
王
陛
下
に
お
か
れ
て
は
、
書
物
の
み
で
は
学
び
得
ぬ
戦
争
の
奥
義
を
体
得
さ
せ
る
た
め
、
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
ブ

ラ
ガ
ン
サ
閣
下
に
、
戦
火
止
ま
ぬ
ド
イ
ツ
各
地
を
視
察
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
神
の
慈
愛
に
よ
り
我
ら
の
王
国
で
は
ユ
ト
レ

ヒ
ト
条
約
以
降
永
き
に
わ
た
り
平
和
が
維
持
さ
れ
る
反
面
、
か
か
る
奥
義
は
戦
争
の
渦
中
で
の
み
把
握
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

愛
徳
と
寛
仁
を
讃
え
る
世
評
を
聴
き
及
ば
れ
、
国
王
陛
下
は
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
閣
下
に
こ
う
し
た
使
命
と

栄
誉
を
授
け
ら
れ
た
。
リ
ス
ボ
ン
港
よ
り
フ
ァ
ル
マ
ウ
ス
へ
向
か
う
パ
ケ
ッ
ト
船
に
近
日
乗
船
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
・
・
・
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な
お
、
手
続
き
に
手
間
取
ろ
う
と
も
、
閣
下
の
行
先
と
目
的
は
極
秘
と
し
、
通
常
の
旅
行
者
の
ご
と
く
処
理
さ
れ
た
い
。
①

ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
の
外
遊
に
つ
い
て
格
段
に
幅
広
い
目
的
を
暗
示
す
る
の
は
、
英
国
宮
廷
に
宛
て
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ヘ
イ
の

公
文
書
で
あ
る
。
震
災
下
の
リ
ス
ボ
ン
に
お
い
て
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
兄
弟
と
同
じ
く
、
被
災
者
の
救
援
に
挺
身
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
駐

在
大
使
カ
ス
テ
ル
ス
が
、
近
々
五
月
二
日
在
留
民
に
惜
し
ま
れ
つ
つ
公
邸
で
病
死
し
た
。
翌
日
自
国
に
大
使
の
逝
去
を
急
報
し
た
リ

ス
ボ
ン
総
領
事
ヘ
イ
は
、
ま
も
な
く
カ
ス
テ
ル
ス
の
後
任
に
任
命
さ
れ
る
。
つ
い
で
同
月
二
十
日
付
報
告
で
ヘ
イ
は
、
カ
ス
テ
ル
ス

大
使
へ
の
哀
悼
を
誌
と
と
も
に
、
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
デ
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
の
人
柄
と
出
発
に
つ
い
て
述
べ
る
。

イ
ギ
リ
ス
大
使
ヘ
イ

一
七
五
七
年
五
月
二
十
日
付
外
務
長
官
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ピ
ッ
ト
宛
公
用
至
急
便

こ
の
た
び
ジ
ョ
ア
ン
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
閣
下
が
ウ
イ
ー
ン
へ
の
長
旅
に
出
立
さ
れ
、
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
行
き
パ
ケ
ッ
ト
船
に
乗
船

さ
れ
ま
す
。
閣
下
は
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
の
ご
令
弟
で
あ
り
ま
す
。
お
二
方
は
国
王
ペ
ト
ロ
二
世
の
庶
子
、
ミ
ゲ
ル
公
の
ご
子
息

に
あ
た
り
ま
す
。
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
は
高
等
法
院
院
長
の
要
職
に
あ
り
、
ご
令
弟
も
ま
た
現
在
の
国
王
お
よ
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
国

民
か
ら
篤
く
尊
敬
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
に
も
つ
ね
に
裨
益
さ
れ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
り
ま
す
。
国
王
陛
下
が
ジ
ョ
ア
ン
・
ブ
ラ
ガ
ン

サ
閣
下
に
外
遊
を
命
じ
ら
れ
た
の
は
、
特
定
の
用
件
の
た
め
で
は
な
く
、
見
聞
を
広
め
る
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
に
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つ
い
て
深
い
関
心
を
抱
き
、
ロ
ン
ド
ン
に
も
一
定
の
期
間
滞
在
し
た
い
と
、
私
に
申
さ
れ
ま
し
た
。
三
十
歳
前
後
の
若
さ
で
閣

下
は
、
非
凡
な
資
質
に
恵
ま
れ
、
温
和
な
人
柄
で
あ
ら
れ
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
国
王
陛
下
と
宮
廷
が
閣
下
を
歓
迎
し
、
国
民
の

福
祉
を
高
め
る
な
ん
ら
か
の
事
業
を
お
見
せ
で
き
れ
ば
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
王
も
喜
ば
れ
る
で
し
ょ
う
。
①

一
七
五
七
年
六
月
十
四
日
に
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
は
ロ
ン
ド
ン
に
到
着
し
、六
月
上
旬
に
ロ
ン
ド
ン
へ
到
着
し
、

随
員
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
駐
在
大
使
マ
ル
チ
ン
ニ
ョ
・
エ
・
カ
ス
ト
ロ
の
邸
宅
に
投
宿
し
た
。
以
後
彼
は
英
国
宮
廷
で
国
王
ジ
ョ
ー

ジ
二
世
に
拝
謁
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
王
族
や
貴
族
交
誼
を
結
ぶ
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
各
地
へ
旅
し
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
は
イ
ギ

リ
ス
艦
隊
を
視
察
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
祭
典
に
列
席
し
た
。
一
七
五
八
年
一
月
十
七
日
メ
ロ
・
エ
・
カ
ス
ト
ロ

は
イ
ギ
リ
ス
の
首
都
に
お
け
る
送
別
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
告
す
る
。

当
初
予
定
さ
れ
た
よ
り
ジ
ョ
ア
ン
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
閣
下
は
ロ
ン
ド
ン
に
な
が
く
滞
在
さ
れ
、
こ
の
国
に
つ
い
て
深
い
認
識

を
得
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
王
宮
の
謁
見
室
に
お
い
て
英
国
国
王
陛
下
と
王
室
ご
一
同
に
辞
別
の
挨
拶
を
鄭
重
に
述
べ
ら
れ
た
模

様
で
す
。
ま
た
、
さ
き
の
水
曜
日
閣
下
は
内
閣
官
房
で
多
大
の
栄
誉
と
顕
彰
を
授
け
ら
れ
、
つ
い
で
木
曜
日
に
私
も
一
緒
に
王

太
子
殿
で
軽
食
を
頂
き
、
し
ば
ら
く
歓
談
し
た
の
ち
、
王
女
宮
殿
へ
案
内
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
内
庭
に
面
し
た
謁
見
室
で

挨
拶
を
交
わ
し
、
王
妃
宮
殿
で
と
も
に
住
ま
わ
れ
る
エ
ド
ゥ
ワ
ー
ド
王
子
、
オ
ウ
グ
ス
タ
王
女
、
イ
ザ
ベ
ル
・
カ
ロ
リ
ー
ナ
王
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女
、
ア
メ
リ
ア
を
各
居
室
に
お
訪
ね
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
昨
日
は
そ
こ
に
来
ら
れ
た
ア
メ
リ
ア
王
女
に
挨
拶
を
済
ま
せ
、
ウ
ィ

ン
ザ
ー
に
居
住
さ
れ
る
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
公
爵
は
、
月
曜
日
に
ロ
ン
ド
ン
へ
来
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
王
子
と
王
女
が
、

ブ
ラ
ガ
ン
サ
閣
下
の
風
格
と
熱
意
に
相
応
し
い
形
で
、
歓
送
の
宴
が
営
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
、
報
告
致
し
ま
す
。
①

ジ
ョ
ー
ジ
二
世
は
七
十
一
歳
の
高
齢
で
あ
る
が
、
前
線
で
陣
頭
指
揮
を
果
た
し
た
最
後
の
英
国
国
王
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継

承
戦
争
の
際
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
陸
軍
を
一
七
四
三
年
デ
テ
ィ
ゲ
ン
の
会
戦
で
フ
ラ
ン
ス
軍
を
撃
破
し
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
の
即
位

を
援
護
し
た
。
ま
た
、
ジ
ョ
ー
ジ
二
世
の
次
男
カ
ン
バ
ラ
ン
ド
公
爵
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
も
、
二
二
歳
で
デ
テ
ィ
ゲ
ン
で

戦
闘
に
参
加
し
、
一
七
四
五
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
合
軍
の
総
指
揮
を
執
り
、
フ
ラ
ン
ス
軍
と
対
決
し

た
。
そ
の
翌
年
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ガ
ロ
デ
ン
の
戦
い
で
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
の
反
乱
を
容
赦
な
く
鎮
圧
し
た
。
一
七
五
七
年
七
年
戦
争

に
際
し
て
カ
ン
バ
ラ
ン
ド
公
爵
は
、
ハ
ス
テ
ン
ベ
ッ
ク
の
戦
闘
で
フ
ラ
ン
ス
軍
に
敗
北
し
、
翌
年
一
月
軍
役
を
退
い
て
、
ウ
イ
ン
ザ

ー
へ
隠
遁
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
ジ
ョ
ー
ジ
二
世
の
長
男
フ
デ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
イ
ス
は
王
位
継
承
を
待
た
ず
早
世
し
、
そ
の
子
ジ

ョ
ー
ジ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
が
王
太
子
に
序
さ
れ
て
、
や
が
て
一
七
六
〇
年
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
と
し
て
即
位
す
る
。
②

英
国
王
室
に
別
れ
を
告
げ
た
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
は
、
一
七
五
八
年
一
月
三
一
日
随
員
と
と
も
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
に
着
い
た
。
こ
の
都
市
は
十
六
世
紀
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
所
領
と
な
り
、
有
名
な
グ
ラ
ン
・
パ
レ
ス
を
拠
点
と
し
て
織
物
業
者

①M
onteiro,op.cit.,pp.51-52.
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の
レ
ー
ス
産
業
が
発
展
し
た
。
し
か
し
、
ル
イ
十
四
世
の
膨
張
政
策
に
よ
っ
て
市
街
は
壊
滅
し
、
一
七
四
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
軍
に
占

領
さ
れ
た
。そ
の
三
年
後
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
返
還
さ
れ
、一
行
が
訪
れ
た
と
き
街
々
は
復
活
祭
で
人
波
に
溢
れ
る
。

こ
こ
で
は
祭
典
や
芝
居
を
楽
し
み
、
芸
人
の
一
座
と
も
興
じ
た
。
日
曜
日
の
仮
面
舞
踏
会
も
趣
向
を
凝
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
①

同
年
の
三
月
二
日
一
行
は
よ
う
や
く
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
帝
都
に
着
い
た
。
一
七
四
八
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
が
終
結
し
、

皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
一
世
お
よ
び
皇
妃
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
の
統
治
の
も
と
で
ウ
イ
ー
ン
は
繁
栄
を
謳
歌
し
つ
つ
あ
る
。
ジ
ョ
ア
ン
・
カ

ル
ロ
ス
の
旅
程
と
動
静
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
駐
在
大
使
ア
ン
ド
ラ
ー
デ
・
エ
・
カ
ス
ト
ロ
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
宮
廷
に
逐
一
報

告
し
た
。
モ
ン
テ
イ
ロ
＝
コ
ス
タ
共
著
『
第
二
代
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
』
の
論
述
を
引
用
す
る
。

一
七
五
八
年
の
三
月
上
旬
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
は
、
究
極
の
目
的
地
ウ
イ
ー
ン
に
到
着
し
た
。
リ
ス
ボ
ン

を
出
発
し
て
一
年
後
で
あ
る
。
た
だ
ち
に
公
式
の
歓
迎
が
用
意
さ
れ
た
。
女
帝
メ
リ
ア
・
テ
レ
サ
の
宮
廷
に
派
遣
さ
れ
た
ア
ン

ブ
ロ
シ
オ
・
フ
レ
イ
レ
・
デ
・
ア
ン
ド
ラ
ー
デ
・
エ
・
カ
ス
ト
ロ
は
、
三
月
五
日
国
務
尚
書
ル
イ
・
ダ
・
ク
ン
ハ
・
マ
ヌ
エ
ル

に
早
速
報
告
す
る
。
「
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
閣
下
が
今
月
二
日
深
夜
に
到
着
さ
れ
ま
し
た
。
新
規
の
来
訪
者

に
必
要
な
手
続
が
昨
日
な
さ
れ
、
閣
下
は
謁
見
の
間
に
お
い
て
本
日
皇
帝
・
皇
妃
両
陛
下
を
拝
顔
し
、
携
え
た
書
簡
を
渡
さ
れ

ま
し
た
。
念
願
の
地
に
来
て
、
鄭
重
に
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ウ
イ
ー
ン
を
訪
れ
る
外
国
の
貴
顕
も
大
抵
は
経
験
し
な

い
の
で
す
が
、
宮
廷
武
官
が
私
た
ち
を
皇
妃
の
間
か
ら
皇
帝
の
間
へ
と
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。
皇
妃
陛
下
が
私
た
ち
を
謁
見
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さ
れ
た
の
は
、
憩
い
の
間
と
よ
ば
れ
る
小
部
屋
で
し
た
。
翌
日
に
は
皇
帝
陛
下
と
皇
帝
ご
一
家
に
お
会
い
し
ま
し
た
。」

し
か
し
、
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
は
戦
場
で
の
従
軍
を
切
望
し
、
そ
の
可
否
を
決
め
る
の
は
全
能
の
国
務
尚
書
、
カ
ウ
ニ
ッ

ツ
伯
爵
の
権
限
な
の
で
あ
る
。
テ
レ
ジ
ア
治
下
の
宮
廷
に
つ
い
て
ア
ン
ド
ラ
ー
デ
・
エ
・
カ
ス
ト
ロ
は
さ
ら
に
述
べ
る
。
「
準

備
を
調
え
れ
ば
、
す
ぐ
に
も
従
軍
で
き
る
よ
う
で
す
。

・
・
・
昨
日
私
ど
も
は
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
伯
爵
と
晩
餐
を
と
も
に
し
、
食

前
に
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
閣
下
は
そ
う
し
た
希
望
を
伯
爵
に
伝
え
れ
た
と
の
由
で
あ
り
ま
す
。
」
た
だ
し
、
ど
の
よ
う
な
資

格
で
軍
隊
に
参
加
す
る
か
は
、
な
お
不
明
で
あ
っ
た
。
「
皇
帝
・
皇
后
両
陛
下
と
、
」
ア
ン
ド
ラ
ー
デ
・
エ
・
カ
ス
ト
ロ
は
三

月
十
九
日
さ
ら
に
伝
え
る
。
「
閣
下
は
晩
餐
を
と
も
に
さ
れ
ま
し
た
。
「
国
務
に
携
わ
る
貴
顕
や
特
別
に
許
さ
れ
た
貴
婦
人
を

両
陛
下
は
日
々
食
卓
へ
招
か
れ
る
の
で
す
。」

モ
ン
テ
イ
ロ
＝
コ
ス
タ
共
著
『
第
二
代
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
』

①

オ
ー
ス
ト
リ
ア
宮
廷
で
政
治
の
全
権
を
担
う
ヴ
ェ
ン
ゼ
ル
・
ア
ン
ト
ン
・
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
は
、
中
世
に
発
す
る
ボ
ヘ
ミ
ヤ
貴
族
の
家

系
に
属
す
る
。
枢
密
院
議
員
の
子
息
と
し
て
一
七
一
一
年
に
出
生
し
た
彼
は
、
ウ
イ
ー
ン
、
プ
ラ
ハ
、
ラ
イ
デ
ン
で
神
学
、
哲
学
、

歴
史
、
法
律
な
ど
を
学
び
、
さ
ら
に
名
門
の
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
大
学
で
著
名
な
学
者
シ
ュ
ヴ
ァ
ナ
ウ
の
門
下
と
し
て
、
公
法
お
よ
び
私

法
、
修
辞
学
や
音
楽
な
ど
の
諸
領
域
に
綿
密
で
幅
広
い
薫
陶
を
受
け
た
。
さ
ら
に
一
七
三
一
年
か
ら
巡
歴
に
旅
立
ち
、
ド
イ
ツ
各
地

を
は
じ
め
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
で
学
業
を
積
む
の
で
あ
る
。
修
業
の
た
め
と
さ
れ
る
当
時
の
〈
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
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ー
〉
も
と
も
す
れ
ば
漫
遊
や
遊
楽
に
流
れ
る
が
、
旅
す
る
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
は
ど
こ
で
も
日
々
探
究
と
研
鑽
を
続
け
た
と
さ
れ
る
。
①

一
七
四
〇
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
が
勃
発
す
る
や
、
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
は
フ
ィ
レ
ン
チ
ェ
な
ど
イ
タ
リ
ア
各
地
へ
外
交
使
節
と
し

て
派
遣
さ
れ
る
。
そ
の
後
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
総
督
と
し
て
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
二
世
の
攻
撃
に
抗
し
、
一
七
四
八
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
代
表

と
し
て
平
和
条
約
に
調
印
し
た
。
一
七
五
二
年
か
ら
フ
ラ
ン
ス
駐
在
大
使
に
任
命
さ
れ
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
の
高
位
高
官
、
な
か
で

も
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
侯
爵
夫
人
と
交
誼
を
結
び
、
ブ
ル
ボ
ン
＝
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
両
王
家
の
連
帯
に
素
地
を
敷
く
の
で
あ
る
。

リ
ス
ボ
ン
大
地
震
が
勃
発
す
る
ほ
ぼ
二
ヵ
月
前
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
侯
爵
夫
人
の
強
力
な

推
進
、
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
伯
爵
等
二
名
を
除
く
閣
僚
全
員
の
賛
成
に
よ
り
、
一
七
五
六
年
五
月
一
日
三
ヵ
条
か
ら
な
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
条
約
が
調
印
さ
れ
た
。
②

大
使
と
し
て
パ
リ
に
派
遣
さ
れ
た
三
年
間
、
幾
多
の
労
苦
を
重
ね
て
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
が
築
い
た
交
友
関
係
に
、
い
ま
や
豊
穣
な

成
果
が
実
る
に
至
る
。
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
侯
爵
夫
人
と
の
友
誼
に
よ
っ
て
、
国
王
ル
イ
十
五
世
に
直
接
奏
聞
す
る
方
途
も
確
保

で
き
た
。
統
治
者
と
し
て
国
王
に
は
弱
点
が
あ
っ
て
、
好
ん
で
外
交
政
策
を
司
り
な
が
ら
、
正
規
の
閣
僚
に
図
ら
ず
、
重
要
な

政
事
を
独
断
で
決
裁
す
る
。
国
王
の
心
は
寵
妃
か
ら
の
勧
誘
で
傾
く
と
言
っ
て
も
よ
い
。
（
一
七
五
五
年
八
月
）
カ
ウ
ニ
ッ
ツ

か
ら
特
命
を
受
け
た
二
日
後
、
フ
ラ
ン
ス
駐
在
大
使
ス
タ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
侯
爵
夫
人
を
訪
れ
て
、
オ
ー
ス
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ト
リ
ア
国
務
尚
書
の
書
簡
を
届
け
た
。
ス
タ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
が
と
く
に
布
石
を
懇
請
し
た
の
は
、
枢
要
な
案
件
を
不
安
な
く
協

議
で
き
る
人
物
と
の
会
談
で
あ
る
。
会
談
の
相
手
に
は
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
侯
爵
夫
人
に
敬
愛
さ
れ
る
外
務
長
官
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ

・
ヨ
ア
キ
ム
・
ド
・
ベ
ル
ニ
神
父
が
選
ば
れ
る
。
こ
う
し
て
寵
妃
の
御
殿
の
一
隅
、
庭
園
の
池
亭
ラ
・
バ
ビ
オ
ル
で
フ
ラ
ン
ス

と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
軍
事
同
盟
が
提
起
さ
れ
た
。
当
初
密
謀
と
し
て
秘
め
ら
れ
た
も
の
の
、
ま
も
な
く
閣
僚
の
数
名
は
こ
れ
に

関
与
す
る
。
い
ま
や
第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
宮
廷
の
提
議
検
討
を
フ
ラ
ン
ス
国
王
が
同
意
し
た
の
で
あ
る
。

①

つ
い
に
一
七
五
八
年
五
月
五
日
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
は
戦
場
へ
出
発
し
、
ダ
ウ
ン
元
帥
率
い
る
オ
ー
ス

ト
リ
ア
軍
の
隊
列
に
加
わ
り
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
翼
下
の
プ
ロ
シ
ャ
軍
を
攻
囲
し
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
国
務
尚
書
セ
バ
ス

チ
ア
ン
・
ジ
ョ
ゼ
・
カ
ル
バ
リ
ョ
の
後
妻
は
、
ダ
ウ
ン
元
帥
の
親
族
で
あ
る
。
ホ
ッ
ク
キ
ル
ヘ
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
の

勝
利
を
含
め
、
同
年
数
々
の
戦
場
で
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
は
ダ
ウ
ン
元
帥
に
随
伴
し
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
大
使
フ
レ
イ
レ
・
デ

・
ア
ン
ド
ラ
ー
デ
は
一
七
五
八
年
十
月
二
二
日
付
報
告
で
ウ
イ
ー
ン
か
ら
伝
え
る
。
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
閣

下
は
ダ
ウ
ン
元
帥
に
随
伴
し
て
長
期
に
わ
た
り
戦
場
に
お
ら
れ
る
、
と
。
し
か
し
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
実
証
さ
れ
る
と
お
り
、

寒
気
が
和
ら
ぐ
ま
で
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
争
闘
が
途
絶
え
る
。
気
象
の
様
相
に
よ
っ
て
暗
黙
の
う
ち
に
冬
季
休
戦
に
入
っ
た
。

実
際
に
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
は
十
一
月
末
に
戦
場
か
ら
去
り
、
十
二
月
十
日
ウ
イ
ー
ン
に
帰
っ
た
。
数
ヶ
月
ま
た
そ
こ
に
滞

在
す
る
の
で
あ
る
。
〈
中
略
〉

一
七
五
九
年
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
は
ウ
イ
ー
ン
の
華
か
な
社
交
界
を
ま
た
も
や
離
れ
、
再
度
戦
場
へ
赴
い
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た
。
僅
か
な
記
録
し
か
見
当
た
ら
ぬ
も
の
の
、
同
年
八
月
ク
ネ
ル
ス
ド
ル
フ
の
会
戦
に
参
じ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

会
戦
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
は
劇
的
な
凱
旋
を
遂
げ
、
プ
ロ
シ
ャ
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
を
捕
獲
寸
前
に
ま
で
追
い
詰
め
た
。

さ
ら
に
同
年
十
一
月
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
が
勝
利
し
た
マ
ク
セ
ン
の
会
戦
に
も
関
与
す
る
。
そ
し
て
、
冬
期
に
は
や
は
り
ウ
イ
ー

ン
に
帰
っ
た
。
一
七
六
〇
年
六
月
中
旬
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
は
ま
た
も
出
陣
の
用
意
を
し
た
。「
国
王
陛
下
に
ご
満
足
頂
き
、
」
、

と
国
務
尚
書
ル
イ
・
ダ
・
ク
ン
ハ
は
誌
す
。
「
ご
推
挙
を
裏
切
ら
ぬ
人
材
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
宮
廷
で
評
価
さ
れ
る
た
め
に
、
三
た

び
遠
大
な
戦
場
へ
赴
き
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
隊
に
参
加
さ
れ
ま
す
。
」

モ
ン
テ
イ
ロ
＝
コ
ス
タ
共
著
『
第
二
代
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
』

①

こ
の
間
に
祖
国
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
ポ
ン
バ
ル
独
裁
の
強
化
な
ど
、
重
大
な
事
件
が
相
継
ぎ
、
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
の
命
運
を
も

左
右
す
る
に
至
る
。
一
七
五
八
年
彼
の
実
兄
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
ペ
ド
ロ
・
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
デ
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
宮
廷

の
有
力
者
と
し
て
逝
去
す
る
も
、
ジ
ョ
ア
ン
は
祖
国
へ
の
復
帰
を
自
重
し
た
。

ジ
ョ
ア
ン
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
の
広
汎
な
旅
程
は
、
す
べ
て
把
握
す
る
こ
と
は
難
事
で
あ
る
。
一
七
六
四
年
に
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
と
パ
リ
に
滞
在
し
、
一
七
六
五
年
に
は
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
の
宮
廷
を
訪
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
数
年
ド
イ
ツ
各
地
を
巡
歴
し
、

一
七
六
八
年
に
は
ス
イ
ス
旅
行
も
予
定
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
一
七
六
九
年
彼
は
プ
ロ
シ
ャ
国
王
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
二
世
と
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会
見
し
た
。
「
ジ
ョ
ア
ン
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
閣
下
は
」
、
と
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
駐
在
ポ
ル
ト
ガ
ル
大
使
フ
レ
イ
レ
・
デ
・
ア
ン
ド

ラ
ー
デ
は
伝
え
る
。
「
プ
ロ
シ
ャ
国
王
に
拝
謁
し
、
鄭
重
に
歓
待
さ
れ
た
。
お
ふ
た
り
が
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
戦
争
の
意
義
と

戦
略
・
戦
術
に
つ
い
て
で
あ
る
。
か
つ
ま
た
、
最
新
の
芸
術
と
学
問
に
関
し
て
歓
談
さ
れ
た
。
プ
ロ
シ
ャ
国
王
は
学
芸
を
篤
く

尊
重
し
、
ブ
ラ
ガ
ン
サ
閣
下
は
博
学
の
士
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
こ
の
年
ジ
ョ
ア
ン
は
い
ま
だ
知
ら
ざ
る
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
を
訪
れ
、

ナ
ポ
リ
、
リ
ヴ
ォ
ル
ノ
、
ピ
ザ
に
も
滞
在
し
た
。
一
七
六
九
年
に
な
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
ジ
ョ
ゼ
フ
二
世
と
プ
ロ
シ
ャ

国
王
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
二
世
の
会
談
に
は
彼
が
招
か
れ
、
唯
一
の
他
国
人
と
し
て
同
席
し
た
の
で
あ
る
。
以
後
数
年
に
わ
た
る
旅

程
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
ウ
イ
ー
ン
で
任
務
を
続
け
る
と
と
も
に
、
な
お
も
各
地
を
巡
歴
し
た
模
様
で
あ
る
。
と
く
に
注
目
す

べ
き
は
、
一
七
七
四
年
ジ
ョ
ア
ン
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
が
ロ
シ
ア
女
帝
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
二
世
と
会
談
し
た
史
実
で
、
各
方
面
へ
の
衝

撃
を
も
含
め
、
興
味
深
い
証
言
が
ロ
ム
ロ
・
デ
・
ゴ
ヴ
ェ
ル
ノ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
同
年
六
月
サ
・
ペ
レ
イ
ラ
は
ポ

ル
ト
ガ
ル
政
府
に
寄
せ
た
報
告
に
よ
れ
ば
、

ジ
ョ
ア
ン
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
へ
出
発
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
サ
ン
・
ペ
テ
ル
ス
ブ

ル
グ
と
モ
ス
ク
ワ
へ
旅
す
る
こ
と
、
ま
た
十
二
月
下
旬
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
と
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
を
経
て
帰
る
計
画
し
た
。
そ

の
八
月
実
際
に
彼
は
サ
ン
・
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ
に
到
着
し
、
数
日
後
首
都
近
郊
の
離
宮
で
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
二
世
に
拝
謁
し
た
。

ロ
シ
ア
女
帝
と
会
見
し
た
あ
と
、
彼
は
ロ
シ
ア
帝
国
ア
カ
デ
ミ
ー
を
訪
問
し
、
同
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
推
挙
さ
れ
、
四
ヵ
月

ロ
シ
ア
に
滞
在
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
に
係
り
深
い
ド
イ
ツ
の
知
識
人
、
フ
リ
－
ド
リ
ッ
ヒ
・

メ
ル
シ
オ
ー
ル
・
グ
リ

ム
は
、
ジ
ョ
ア
ン
の
人
柄
に
向
け
た
篤
き
敬
愛
を
、
ロ
シ
ア
女
帝
へ
の
書
簡
に
お
い
て
六
度
誌
し
て
い
る
。
①


